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プロネクサスベトナム現地レポート 
（2021 年 2 月  VOL.19）

 

プロネクサスベトナムが、2021 年 1月のベトナム現地情報をお伝えいたします。 

今回のテーマは、ベトナムへの海外からの直接投資（Foreign Direct Investment以下、FDI）の

動向についてです。 

2021年ワクチンが普及してきたものの全世界で新型コロナウイルスの影響は未だに大きく、前年同時

期と比べると減少傾向が続いております。 

【FDI動向の概要（2021年 1月 1日～1月 20日）】 *1 月の数値は、20 日時点の値  

【１】 日本の対越投資動向 

 日本の 2021年 1月 1日から 1月 20日までの FDI投資額は約 4,926万 US ドル（*2020

年同期間：約 1億 2,918万 US ドル、38.1%） 

 日本の 2021年 1月 1日から 1月 20日までの FDI投資件数は、29件（*2020年同期

間：109件、26.6%） 

 証券投資件数を除いた日本の 2021年 1月 1日から 1月 20日までの FDI投資件数は、13

件（*2020年同期間：29件、44.8%） 

*下グラフ参照 

*証券投資を除く FDI投資件数の統計データは、会社設立や増資等の日系企業の直接的な進出動向の判断指標の一つとなる数値です。 

 

*データ引用元：ベトナム外国投資庁 

2019年
36

92

155
195

245

327

395
440

502
550

598
655

2020年
29

70

119
151

187
223

259
290 309

340
390

427

2021年
13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【比較】新規投資件数の推移：2019年から2021年の累計件数の推移
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【２】 世界の対越投資動向 

 2021年 1月時点の値ですが、海外からのベトナムへの直接投資は、33の国と地域から投資が行わ

れており、投資金額・投資件数の上位 5 か国は以下のとおりです。 

■投資金額の上位 5 か国（金額：US ドル） ■当件数の上位 5か国（件数） 

1位 シンガポール 約 7億  1位 韓国 70 

2位 中国 約 6億 2位 中国 50 

3位 香港 約 2億 3位 日本 29 

4位 アメリカ 約 1.2億 4位 シンガポール 27 

5位 オランダ 約 1億 5位 台湾 22 

*データ引用元：ベトナム外国投資庁 

*「新規投資の金額・件数」「追加投資の金額・件数」「証券投資の金額と件数」の合計で順位を

算出（2021年 1月 1日～1月 20日）

＜主な大型プロジェクト＞ 

▶ ラジアルタイヤ製造プロジェクトで約 3億 US ドル追加投資（中国）2021/1 

▶ コンピューター製造の工場建設プロジェクトで約 2.7億 US ドル（シンガポール）2021/1 

▶ JA ソーラーが太陽電池製造プロジェクトで約 2億 US ドル（中国）2021/1 

▶ エバーウインテクノロジーはプラスチック製造プロジェクトで約 2億 US ドル（香港）2021/1 

▶ 半導体の工場建設プロジェクトで約 1億 US ドル（アメリカ）2021/1 

▶ 上記の大型プロジェクトなどが FDI投資金額全体を下支えしており、全世界からのベトナムへ

の投資金額は、対前年同時期と比較し 37.8％程度で推移 

*引用元：ベトナム外国投資庁 

 

＜1月の投資状況＞ 

2021年ワクチンが普及してきた国があるものの、新型コロナウイルスの影響により海外渡航は難しく外

国投資についても厳しい状況が続いています。そのため、2021年 1月においても、FDI投資は依然とし

て対前年同水準に達していない状況にあります（対前年比 約 37.8%程度）。 

外国からベトナムの新規プロジェクトへの投資は 47件（対前年比 18.2%程度）、金額は 13億

US ドル（対前年比 29.6%）。同様に外国からベトナムの既存プロジェクトに係る増資に関しては、46

件行われ（対前年比 59.7%程度）、金額は 4億 7,220万 US ドル（対前年比 141.4%）に達

しました。しかしながら、2021年 1月のベトナムにおいて投資資本においては 4.1％増加し、厳しい状

況下でも注目を浴び、経済成長が続いていることが分かります。 
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＜新型コロナウイルスと投資法改定による影響＞ 

2021年 1月 1日より改正投資法が発行され、今後のベトナムへの投資がより加速されることが見

込まれます。主な改定内容としては、創造的スタートアップ投資プロジェクトや外資規制の公表となりま

す。 

まず創造的スタートアップ投資プロジェクトでは、通常現地法人を作る際に IRC（投資登録証明

書）と ERC（企業登録証明書）の提出が必要でしたが、今回の法改正ではスタートアップ企業に対し

て IRC（投資登録証明書）の取得が不要となりました。IRC取得には 1 か月程の期限が必要だった

ため、企業のベトナム進出をより加速させることが可能となります。また、外資規制を公表することにより進

出計画が効率的に出来ると考えられています。 

*引用元：JICA. 「ベトナム 2020 年投資法（法律番号 61/2020/QH14）.」

https://www.jica.go.jp/project/vietnam/021/legal/ku57pq00001j1wzj-

att/investment_law_2020.pdf,（参照 2021/05/13） 

 

2021年も新型コロナウイルスや改正投資法など様々な変化がありますが、今後のベトナムの経済成

長に期待が寄せられます。 

以上、プロネクサスベトナムが海外からの投資動向について、お知らせ致しました。 

次回は、【ベトナムへの海外からの直接投資（Foreign Direct Investment以下、FDI）２月の動

向について】をお伝え致します。 

https://www.jica.go.jp/project/vietnam/021/legal/ku57pq00001j1wzj-att/investment_law_2020.pdf
https://www.jica.go.jp/project/vietnam/021/legal/ku57pq00001j1wzj-att/investment_law_2020.pdf
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【Disclaimer】 

 本資料は、情報提供を目的として作成しております。 

 本資料に記載の情報は、会計・税務・法律上の観点からのアドバイスを含むものではありません。 

 インターネット上を含む、一切の無断転載を禁止しております。 

 本資料の情報は、株式会社プロネクサスが作成元より提供を受けており、著作権は、原則として作

成元に帰属します。いかなる目的でも、本資料の一部または全部を無断で使用すること、または、い

かなる方法で複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与などを行うことを禁止しております。 

 本資料に記載された情報は、作成元が信頼できると判断したものを根拠として作成を行っております

が、その内容の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。弊社および作成元は、当

該情報に起因して発生した損害について、その内容の如何に関わらず、一切の責任を負いません。 


